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自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の取得結果及び取得終了
並びに自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、2021 年 10 月 28 日にお知らせいたしました自己株式の取得について、下記のとおり買付けを
行いましたので、お知らせいたします。また、これをもちまして、2021 年 10 月 28 日開催の取締役会
決議に基づく自己株式の取得は終了致しましたのでお知らせいたします。

なお、取得した自己株式について、会社法第 178 条の規定に基づき消却いたしますので、併せてお知
らせいたします。

記

1. 自己株式の取得及び消却を行う理由
株主還元の充実ならびに資本効率の向上のため、自己株式の取得及び消却を実施いたします。

2. 取得の内容
（１） 取得対象株式の種類 当社普通株式
（２） 取得する株式の総数 320,000 株

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 2.65％）
（３） 株式の取得価額の総額 440,320,000 円
（４） 取得日 2021 年 10 月 29 日
（５） 取得方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による買

付け

3. 自己株式の消却の内容
（１）消却する株式の種類 当社普通株式
（２）消却する株式の総数 320,000 株
（３）消却予定日 2021 年 11 月 30 日

（ご参考）
1. 自己株式の取得に関する決議内容（2021 年 10 月 28 日公表分）
（１） 取得対象株式の種類 当社普通株式
（２） 取得する株式の総数 320,000 株（上限）



（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 2.65％）
（３） 株式の取得価額の総額 440,320,0000 円（上限）

2. 自己株式の消却に関する決議内容（2021 年 10 月 28 日公表分）
（１）消却する株式の種類 当社普通株式
（２）消却する株式の総数 上記 1.で取得した自己株式の全株式数
（３）消却予定日 2021 年 11 月 30 日

以上


